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業務委託仕様書 

 

京 都 市 消 防 局 

予 防 部 予 防 課 

(担当：武内、馬場 075-212-6678)   

１ 委託業務名 

  京の宿泊所防火研修の研修動画作成事業 

 

２ 目的 

  京都市消防局により対面方式で開催していた「京の宿泊所防火研修」の内容をオンラ

イン方式に移行させるために研修動画を製作し、引き続き、小規模な宿泊施設の経営者

などの施設関係者を対象に、防火管理上優良な宿泊施設の運営についての動画による研

修を行うことを目的とする。 

 

３ 委託期間 

契約締結日の翌日から令和７年９月１９日（金）まで 

 

４ 委託金額の上限 

１，２９８，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

 

５ 業務内容 

  宿泊施設の関係者が適切な防火管理の知識を身に着けることができることを目的とし

た研修動画を製作すること。 

  （動画の内容及び条件） 

⑴ 宿泊施設の適正な運用のポイントとなる内容を正しく表現し、最も研修効果が大き

いものとすること。 

⑵ 別紙４「京の宿泊所防火研修テキスト」の内容を動画として盛り込むこと。 

⑶ 消防局公式キャラクター 北山駆を動画に登場させること。 

⑷ 視聴者がわかりやすい日本語のナレーションを女性の声で作成すること。 

 なお、肉声によるもの又は合成音声ソフトを利用するものかは問わない。 

⑸ 動画の構成チェックは２回以上とすること。 

⑹ 当局において選定した宿泊施設で１日未満の撮影を行うこと。 

⑺ 英語及び中国語の字幕を動画に掲載すること。 

 

６ 動画制作詳細 

  製作する動画は以下の３部構成とし、テロップなどを使用して解説するなど、本研修
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動画を視聴した者が理解しやすい内容とすること。 

  また、企画、映像の製作、加工、編集、テロップ、効果音、ＢＧＭの付加等、動画制

作に必要な作業の一切を行うこと。 

動画の製作過程で担当者と複数回の協議を行い、製作する動画には本市の意向を最大

限に反映させること。 

⑴  動画の内容 

ア 「京の宿泊所防火研修」の目的について 

(ｱ) はじめに 

本研修動画の目的を、近年の宿泊施設の動向等を踏まえながら解説。 

(ｲ) 宿泊施設における火災事例について 

主な宿泊施設における火災事例を紹介。出火防止対策の重要性解説。 

(ｳ) 消防検査済ラベルについて 

消防検査済ラベルについて、その目的及び交付条件等を解説。 

イ 宿泊施設に係る出火防止対策について 

(ｱ) 宿泊施設における主な出火防止対策等を解説。 

(ｲ) 宿泊者における主な出火防止対策等及びその旨の説明の重要性を解説。 

ウ 火災発生時の初動措置について 

(ｱ) １１９番通報要領について 

(ｲ) 消火器の使用方法について 

(ｳ) 避難誘導について 

(ｴ) 火災通報装置の設置推奨について 

⑵ 動画の長さについて 

おおむね３０分程度の動画とすること。 

 

７ 業務委託の履行スケジュール 

    委託業務の履行スケジュールについて報告すること。 

 

８ 実施方法 

⑴ 受託者は、本契約の履行に際し、必要な資料を当局に求めることができる。この場

合において、受託者は資料の借用書を提出するとともに貸与された資料を紛失、損傷

等することがないように注意しなければならない。 

⑵ 本契約に関して受託者の責めに帰すべき事由により当局及び第三者に損害を与えた

場合には、受託者はその損害を賠償しなければならない。 

⑶ 本契約の履行過程において生じた著作権の使用、利用等の許諾手続き及びこれに係

る費用等は、受託者の負担において処理することとする。 

⑷ 本契約の履行過程で生じた成果物に関して、著作権法第２１条から第２８条までに
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規定する権利は京都市に帰属するものとする。ただし、受託者は本契約履行過程で生

じた成果物に関し、著作権を自ら使用または第三者をして使用させる場合は京都市と

協議するものとする。 

９ 成果物 

⑴ DVD 

 DVD 

（構成別及び各構成を統合したもの） 

DVD（複製） 

日本語版 １ ４ 

英語版 １ ４ 

中国語版 １ ４ 

合計 ３ １２ 

⑵ ホームページ動画配信用 DVD 

⑴のデータを「MP4」及び「WMV」のファイル形式で保存したもの 

ファイル形式等は解像度が低下しないように協議すること。 

 

１０ 納入期限等 

納入期限 

 令和７年９月１９日（金） 

 納入場所 

 京都市消防局 

 

１１ その他 

京の宿泊所防火研修の内容については、（別紙４）京の宿泊所防火研修テキストを

参照すること。 

※火災件数、関係法令の説明は差し替えが可能なものとすること。 


